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Ⅰ はじめに 

 

平成 18 年 12 月、国連総会において障害者の権利に関する条約が採択された。我が国は、

平成 19 年９月に本条約に署名し、平成 26 年１月に批准した。 

また、平成 19 年４月からは、「特殊教育」から「特別支援教育」へ移行し、特別支援教

育が本格実施となった。 

平成 23 年８月には、障害者基本法が改正され、教育分野で、可能な限り共に教育を受け

られるよう教育の内容及び方法の改善・充実、交流及び共同学習の積極的推進などが規定

された。さらに、平成 24 年７月には、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テムの構築のための特別支援教育の推進」（中央教育審議会初等中等教育分科会報告）とし

て、就学相談・就学先決定の在り方、合理的配慮、基礎的環境整備、多様な学びの場の整

備などが示された。 

さらに、平成 25 年６月には、差別の禁止、合理的配慮提供の法的義務を定めた障害者差

別解消法が制定された。同年９月には、就学制度が改正（学校教育法施行令改正）され、

本人･保護者の意向を可能な限り尊重することが示された。そして、平成 27 年２月には差

別解消法に基づく政府としての基本方針が策定され、平成 28 年４月に障害者差別解消法が

施行された。 

以上のように、障害児・者に関する法整備が進み、「インクルーシブ教育システム」が教

育の今日的重要課題と位置付けられた。障害者の権利に関する条約第 24 条では、「インク

ルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な

能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする

との目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」とされている。これらの

具現化として、各地域、園や学校においてインクルーシブ教育システム構築に向けた取組

がなされているが、その取組の成果や課題を評価するための指標が明確に示されていない

状況にある。 

これらの国内外の状況を踏まえ、本研究所は、第４期中期目標期間（平成 28 年度～令和

２年度）の５年間において、横断的研究として本研究「我が国におけるインクルーシブ教

育システムの構築に関する総合的研究」を設定した。研究においては、国内外のインクル

ーシブ教育システム構築の現状や課題、評価の取組などについての調査、さらに、園や学

校、そして園や学校を支え、地域の取組を推進する教育委員会、それぞれの取組の現状と

課題についての聴取などを通して、インクルーシブ教育システム構築に向けた取組の指針

を作成することを目指してきた。本報告書は、５年間の研究をまとめたものである。 
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